
令和３年度香川県立多度津高等学校専攻科 

入 学 者 選 抜 実 施 細 目 

 

令和３年度香川県立多度津高等学校専攻科入学者の選抜は、この細目の定めると

ころにより実施する。 

 

１ 出願資格 

香川県立多度津高等学校専攻科（海洋技術科）（以下「多度津高校専攻科」とい

う。）の入学者選抜に志願することができる者は、高等学校の水産に関する学科

（以下「高等学校水産科」という。）を卒業した者又は令和３年３月３１日まで

に卒業する見込みの者で、次の各号に該当又は各号と同等であると多度津高等学

校長が認めた者とする。  

(1) 高等学校水産科在学中に船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則で規定する

海技免状取得に必要な単位を１９単位以上修得した者又は修得する見込みのある

者 

(2) 高等学校水産科在学中に総トン数２０トン以上の乙区域又は甲区域において

従業する漁船による３か月以上の乗船履歴を有する者又は乗船履歴を有する見

込みのある者 

 

２ 入学定員 

入学定員は別に定め、令和２年１１月末までに発表する予定である。  

 

３ 出願方法 

(1) 入学願書受付期間 

令和２年１２月１日（火）  ９：００～１６：００ 

令和２年１２月２日（水）  ９：００～１２：００ 

(2) 入学願書受付場所 

多度津高等学校 

(3) 出願手続 

   多度津高校専攻科の第１学年に入学を志願する者（以下「入学志願者」とい

う。）は、次の各号の書類等を多度津高等学校長に提出して出願するものとする。  

ア 入学願書（多度津高等学校所定の用紙とする。）  

イ 入学選考料 

香川県証紙（２ ,２００円）を入学願書の所定の欄に貼付する。既納の入

学選考料は還付しない。  

ウ 調査書 

大学出願の場合に用いる調査書と同じ様式のものを用いて在学（出身）学

校長が作成し、厳封したものとする。  

エ 健康診断書 

過年度卒業者に限りこれを必要とし、多度津高等学校所定の用紙を用いる

ものとする。 

オ 海技資格認定単位修得証明書又は海技資格認定単位修得見込み証明書  

在学（出身）学校長が作成し、厳封したものとする。  

カ 写真 

出願前３か月以内に撮影した顔写真（縦４cm、横３cm）２枚 

（裏面に氏名を明記したものとする。ただし、２枚のうち１枚は入学願書に貼付

し、もう１枚は添付する。） 

 



４ 学力検査及び面接 

(1) 学力検査、面接の日程及び科目（配点）は、以下に示すとおりとする。  

令和２年１２月８日（火） 

  ８：４０～  ８：５０   受付 

８：５０～  ８：５５  点呼、受検上の注意  

９：００～１０：３０  共通科目（１５０点） 

            （国語総合、数学Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅰ） 

１０：５０～１２：２０   専門科目（２００点） 

             （航海に関する科目又は機関に関する科目）  

１３：００～１３：０５   点呼、注意 

１３：０５～        面接 

(2) 高等学校の留意事項  

ア 検査等を厳正に実施するため、多度津高等学校に管理委員会を設ける。  

イ 管理委員会の委員長（以下「管理委員長」という。）は、高等学校長をもっ

てこれに充て、管理委員会の委員（以下「管理委員」という。）  は、管理委

員長が適当数の教員を任命する。  

ウ 管理委員長は、管理委員のうちから、学校の実情に応じて、適当数の面接主

査、面接委員及び面接運営委員を任命する。  

 

５ 入学者の選抜 

(1) 入学者選抜委員会 

高等学校長は、校長を委員長とし、校長の任命にかかる適当数の教員を委員と

する入学者選抜委員会を設けて、入学者の選抜を行う。  

高等学校長は、入学者選抜委員について、令和２年１１月１６日（月）までに、

その職、氏名を教育長に報告しなければならない。  

(2) 選抜方法 

   高等学校長は、学力検査の成績、面接の結果、調査書その他必要な書類を資料

とし、これらを総合的に判定して入学者の選抜を行う。  

 

６ 合格者の発表 

(1) 発表の日時 

  令和２年１２月１１日（金） ９：００ 

(2) 発表の場所 

  多度津高等学校 

(3) 発表の方法 

ア 合格者の受検番号を掲示する。  

※ 多度津高等学校のホームページにおいても、同日９：３０～１６：００の

間、合格者の受検番号を掲載する。  

イ 高等学校長は、合格者の数が入学定員に満たない場合は、この細目に定める

方法に準じて、再募集を行うことができる。  

   

７ 報告 

高等学校長は、次の事項について、当該各号に定める時期に高校教育課長に報告

するものとする。 

(1) 入学志願者数    入学願書受付締切後 

(2) 受検者数     検査終了後 

(3) 合格者数     合格者の発表後 

(4) 再募集の有無    合格者の発表後 


